
都内パートナーシップ制度の状況（令和3年6月時点調査） 資料2

府中市 小金井市 国分寺市 国立市 港区 文京区

非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

H31.4.1 R2.10 R2.11.15 R3.4.1 R2.4.1 R2.4.1

10組（うち1組返還） 1組 2組
0組

（R3.4.1～5.19まで8組）
15組 7組

年齢 20歳以上 成年以上 成年 20歳以上 民法第４条に定める成年に達していること。 成年に達している

性別等 性的マイノリティ
一方又は双方が性的少数者（多様な性自認又
は性的指向を
持つものをいう。）である方が対象。

一方または双方が性的マイノリティであれば性
別は問わない

問わない 性的マイノリティの方を対象 性別（自認する性を含む。）を同じくする二人

住所地 市内に住所を有していること（転入予定含む）

・双方が市内に住所を有していること。
・一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が
宣誓日から3か月以内に市内に住所を有する
ことを予定していること。
・双方が宣誓日から3か月以内に市内に住所を
有することを予定していることの場合には、転
入予定者であることを記載した受領証を交付
（転入後、3か月以内に住民票が提出され次
第、新ためて受領証等を交付）。

市内在住，または1人が市内在住であり，もう1
人が転入予定

・一方が国立市在住、在勤、在学
・双方が3か月以内に転入予定

下記①～③のいずれかに該当すること。
①双方が区内に住所を有すること。
②二人のうちいずれか一方が区内に住所を有
すること。
③二人が１か月以内に区内へ転入を予定して
いること。

文京区民（3か月以内に転入予定の方を含
む。）

配偶者等
・法律上の婚姻関係がないこと
・申請者以外の者とパートナーシップの関係が
ないこと

・双方に配偶者（婚姻の届出をしていないが事
実上婚姻と同様の関係にある方で同居してい
る場合を含む）がいないこと
・双方が宣言をしようとする相手の他にパート
ナーシップの関係にある方がいないこと

配偶者がいないこと及び宣誓に係るパート
ナーシップ以外のパートナーシップを有しない

・双方に配偶者がいないこと
・届出者以外の者とパートナーシップの関係が
ないこと

・双方に配偶者(内縁の配偶者を含む。)がいな
いこと。
・双方以外の人と制度(パートナーシップ制度を
含む。)を利用していないこと。

・配偶者がいないこと（婚姻していないこと）
・宣誓者以外の方とパートナーシップがないこ
と

その他
・近親者(直系血族、三親等内の傍系血族また
は直系姻族)でないこと

直系血族または三親等内の傍系血族、もしく
は直系姻族の関係でないこと

双方の関係が民法第734条（近親者間の婚姻
の禁止）及び第735条（直系姻族間の婚姻の禁
止）の規定により，婚姻することができないもの
でない

・近親者（直系血族、三親等内の傍系血族また
は直系姻族）でないこと

近親者（直系血族又は三親等内の傍系血族若
しくは直系姻族の関係のこと。）でないこと

住民票 必要 必要 必要 必要 必要 必要

戸籍謄本/抄本 戸籍謄本もしくは戸籍抄本 戸籍抄本 戸籍抄本 戸籍謄本 戸籍謄本もしくは戸籍抄本 戸籍謄本

独身証明書とその翻訳

(外国籍の方)
必要 必要 必要 必要 必要 必要

独身証明書が必要な場

合、独身証明書が出ない

国の場合の対応

本人の申立書を提出

外国の官憲（在日本大使館等）の発行する婚
姻要件具備証
明書または独身証明書および当該書類に係る
日本語の翻訳文、取得が困難な場合は、その
理由および婚姻要件を具備する旨を記入した
申述書

本人の申立書を提出 規定なし
独身証明書に相当する書類(日本語訳を付し
たもの)

本人の申述書を提出

本人確認書類 必要 必要 必要 必要 必要 必要

本人確認書が必要な場

合、何を以て本人確認書

類としているか

・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在
留カード等
（宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付さ
れたもの）

・マイナンバーカード、パスポート、運転免許
証、官公署が発行した免許証、許可証または
資格証明書等であって本人の顔写真が貼付さ
れたもの
・上記の書類がない場合は、次の⑴の書類を2
点、または⑴と⑵から1ずつ。
⑴　健康保険の被保険者証、後期高齢者医療
被保険者証、介護保険の被保険者証、国民年
金手帳、年金証書、生活保護受給者証、各種
医療証など
⑵　学生証、法人が発行した身分証明書、国・
地方公共団体の機関が発行した資格証明書
で写真を張り付けたものなど
・一方又は双方が外国籍ノ方など、上記の書
類を提出できない特別な事情があると認めら
れるときは、別の書類をもって代えることがで
きる。要事前相談。

個人番号カード，旅券，運転免許証，在留カー
ド，官公署が発行した免許証，許可証又は資
格証明書等で顔写真付きのもの

・運転免許証、パスポート、個人番号カード、在
留カード、官公署が発行した顔写真付き免許
証など
・健康保険証と年金手帳などは2つ以上の書類
で確認

・個人番号カード（マイナンバーカード）、旅券
（パスポート）、運転免許証等の場合は１点
・保険証（国民健康保険、介護保険等）、年金
手帳、年金証書等の顔写真のないものの場合
は２点提示

【１つ提示（顔写真付き）】・個人番号カード（マ
イナンバーカード）・運転免許証・在留カード・そ
の他、官公署が発行したものなど
【2つ提示（顔写真なし）】・国民健康保険、健康
保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療
保険の被保険者証、共済組合員証・年金手
帳、年金証書・その他、官公署が発行したもの
など

公正証書正本/謄本 不要 不要 不要 不要 必要 不要

無料 無料 無料 無料 無料 無料

制度開始～Ｒ3.3.31まで

の利用状況

申

請

要

件

必

要

書

類

手数料

ファミリーシップ制度

制度開始時期(予定も含

む)

国分寺市パートナーシップの宣誓の取扱いに
関する要綱

国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を
推進する条例
国立市パートナーシップ制度に関する規則

港区男女平等参画条例
文京区パートナーシップの宣誓の取扱いに関
する要綱

小金井市パートナーシップ宣誓の取扱いに関
する要綱

自治体名称

根拠(例規)
府中市パートナーシップの宣誓の取扱いに関
する要綱
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都内パートナーシップ制度の状況（令和3年6月時点調査） 資料2

年齢

性別等

住所地

配偶者等

その他

住民票

戸籍謄本/抄本

独身証明書とその翻訳

(外国籍の方)

独身証明書が必要な場

合、独身証明書が出ない

国の場合の対応

本人確認書類

本人確認書が必要な場

合、何を以て本人確認書

類としているか

公正証書正本/謄本

制度開始～Ｒ3.3.31まで

の利用状況

申

請

要

件

必

要

書

類

手数料

ファミリーシップ制度

制度開始時期(予定も含

む)

自治体名称

根拠(例規)

世田谷区 渋谷区 中野区 豊島区 足立区 江戸川区 

非対応 非対応 非対応 非対応 対応 非対応

H27.11.1（施行）、11.5（運用開始） H27.11 H30.8.20 H31.4.1 R3.4.1 H31.4.1

145組 60組 74組 35組
0組

（R3.4.1～5.19まで13組）
23組

成年に達していること 20歳以上 20歳以上 20歳以上 成人に達していること 20歳以上

同性（自認する性を含む） 戸籍上の性別が同一 戸籍上の性別が同一
一方又は双方が多様な性自認・性的指向（トラ
ンスジェンダー含む）

戸籍上の性別を同じくする（性自認を含む者） 戸籍上の性別が同一

区内に住所を有すること（一方、双方が転入予
定でも可） 渋谷区に居住し、かつ住民登録があること

以下のいづれかに該当すること
・双方が区内の同一所在地に住所を有してい
る
・一方が区内に住所を有し、他方が当該住所
を自らの住所とすることを予定している
・双方が区内の同一所在地に住所を有するこ
とを予定している

豊島区に住民登録がある・一方又は双方が豊
島区に転入を予定している

次のいずれかに該当するもの
・双方が区内に住所を有していること。
・一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方が
区内への転入を予定していること。
・双方が区内への転入を予定していること。

江戸川区に住民登録があること

・他の者と法律上の婚姻関係にないこと
・他の者とパートナーシップの宣誓をしていな
いこと（他の者との宣誓書の廃棄を申し出てい
る場合の例外あり）

配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の
パートナーがいないこと

・双方に配偶者（婚姻の届出をしていないが事
実上婚姻と同様の関係にある者で同居してい
る者を含む）がいないこと
・双方が宣誓をしようとする相手の他にパート
ナーシップの関係にある者がいないこと

・法律上の婚姻関係がないこと
・申請者以外の者とパートナーシップの関係が
ないこと

・他の者と法律上の婚姻関係にないこと。
・双方とも他の者とパートナーシップの宣誓をし
ていないこと。
（既に他の者とパートナーシップの宣誓をして
いる場合は、その宣誓書の廃棄を申し出てい
ること）

・法律上の婚姻関係がないこと（事実婚、婚姻
予定含む）
・申請者以外の者と同性パートナー関係がな
いこと

・直系血族、三親等内の傍系血族でないこと
（ただし、養子縁組によってその関係になった
場合は例外あり）

・近親者(直系血族、三親等内（養子と養方）の
傍系血族または直系姻族または養親子)でな
いこと

・双方が直系血族又は三親等内の傍系血族若
しくは直系姻族の関係でないこと

近親者（直系血族、三親等内の直系血族又は
直系姻族）でないこと

・双方が近親者（直系血族又は三親等内の傍
系血族若しくは直系姻族の関係のこと。）でな
いこと。

・近親者(直系血族、三親等内の傍系血族また
は直系姻族)でないこと

不要 不要 必要 必要 必要 必要

戸籍謄本もしくは戸籍抄本 戸籍謄本 戸籍抄本 戸籍謄本 戸籍抄本 戸籍抄本

必要 必要 必要 必要 必要 必要

本人の申述書を提出 本人の申立書を提出 婚姻要件具備証明書とその翻訳を提出 本人の申立書を提出
婚姻要件具備証明書でも可。それも困難な場
合は、その理由および婚姻要件を具備する旨
を記入した申述書

過去に事例なし。婚姻届を受理する部署に確
認した上で判断する。

必要 必要 必要 必要 必要 必要

・運転免許証、パスポート、住基カード、マイナ
ンバーカード
在留カード、健康保険証、その他公的機関から
の郵便物等

運転免許証、パスポート、写真付きの住民基
本台帳カード、
マイナンバーカード、在留カード、特別永住者
証明書（外国人登録証明書）
写真つきがいない場合は健康保険証と年金手
帳など複数点確認

・マイナンバーカード、パスポート、運転免許証
・官公署が発行した免許証、許可証または登
録証明書であって、本人の顔写真が貼付され
たもの（船員手帳、身体障害者手帳等）
・上記の書類がない場合は次の①、②各１点、
または①から２点
①健康保険証、年金手帳、年金証書等
②写真付の学生証や法人の発行した身分証
明書等

・運転免許証、パスポート
・健康保険証と年金手帳などは2つ以上の書類
で確認

写真付きなら下記のいずれかを１つ
・個人番号カード（マイナンバーカード）
・運転免許証
・パスポート、在留カード
・その他、官公署が発行したもの
写真なしであれば下記のいずれかを２つ
・国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保
険、後期高齢者医療保険の被保険者証、共済
組合員証
・年金手帳、年金証書
・その他、官公署が発行したもの

・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート
・健康保険証と年金手帳などは2つ以上の書類
で確認

不要 必要 不要 不要 不要 不要

無料 300円 無料 無料 無料 無料

中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関す
る要綱

豊島区男女共同参画推進条例
豊島区男女共同参画推進条例施行規則

足立区パートナーシップ・ファミリーシップの宣
誓の取扱いに関する要綱

江戸川区同性パートナー関係に係る申出書等
の取扱いに関する要綱

世田谷区パートナーシップの宣誓の取り扱い
に関する要綱

渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を
推進する条例
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